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(57)【要約】
【課題】ｐＨ調整液の供給装置に噴霧器を採用する場合
において、ｐＨ調整液の性質に左右されることなくｐＨ
調整を行うことが可能なｐＨ自動調整装置を提供する。
【解決手段】本実施形態においては、ｐＨ調整の到達割
合ｆに応じて三方弁４０を操作する制御を実行する。ス
テップ１２８，１３６の処理を行うことで、ネブライザ
２８内に生じたアンモニアの気泡を空気によって押し出
してネブライザ２８内に残るアンモニア水とともに噴射
口２８ａから噴射できる。従って、ネブライザ内にアン
モニアの気泡が大量に生じるのを抑制しながらｐＨ調整
できる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｐＨに応じて変色するｐＨ指示薬が添加された液体サンプルを収容した容器と、
　ｐＨ調整液としてのアンモニア水または炭酸水を貯留する調整液ボトルと、
　前記容器内のサンプル液面に対向配置された噴射口を備え、キャリアガスによって霧化
した前記調整液ボトル内のｐＨ調整液を当該噴射口から噴射する噴霧器と、
　前記噴霧器と前記調整液ボトルの間に配置され、前記噴霧器と前記調整液ボトルを連通
して前記噴射口からｐＨ調整液を噴射する液噴射状態と、前記噴霧器と外気を連通して前
記噴射口から空気を噴射する空気噴射状態とを切り替える多方弁と、
　前記容器の外部から照射され前記容器を透過した光の強度を検出する検出装置と、
　前記検出装置において検出される光の強度に基づいて前記多方弁の連通状態を切り替え
る制御装置と、
　を備えることを特徴とするｐＨ自動調整装置。
【請求項２】
　前記検出装置は、前記サンプルが目標ｐＨに調整された場合に前記ｐＨ指示薬に吸収さ
れる特定波長の光の強度と、前記ｐＨ指示薬に吸収されない参照波長の光の強度とを検出
可能に構成され、
　前記制御装置は、前記検出装置において検出される前記特定波長および前記参照波長の
光の強度から強度比を算出し、前記目標ｐＨに応じて設定される目標強度比と当該算出強
度比を比較することで前記多方弁の連通状態を切り替えるように構成されていることを特
徴とする請求項１に記載のｐＨ自動調整装置。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記目標強度比に対する前記算出強度比の割合が１を含む所定範囲内
にある場合、当該割合が１に近づくほど前記液噴射状態とする期間を短くするように構成
されていることを特徴とする請求項２に記載のｐＨ自動調整装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ｐＨ自動調整装置に関し、詳細には、固相抽出の前処理としてのｐＨ調整に
使用するｐＨ自動調整装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　重金属を含む微量元素の分析は、海洋における物質循環研究・水道水の水質検査・湖水
や河川水の水質調査などのために行われている。この微量元素の分析に際し、干渉成分か
らの分離や分析の感度向上を目的として、キレート樹脂などを用いた固相抽出による微量
元素の分離濃縮が必要となる場合がある。この分離濃縮を行う際には、液体サンプルを予
め最適なｐＨ条件に調整することが要求される。
【０００３】
　また、微量元素の分析目的に鑑みれば、ｐＨ調整でのコンタミネーション要因は極力排
除しておくことが望ましい。これに関し、本発明者らは、ｐＨ指示薬の変色特性を利用し
た間接測定法を開発している（非特許文献１）。この間接測定法では、ｐＨ測定機器とし
て光センサを使用するので、測定機器とサンプルの接触に起因したコンタミネーションを
排除できる。また、この間接測定法では、ｐＨ指示薬としてメチルイエロー、メチルオレ
ンジまたはメチルレッドを使用し、ｐＨ調整液としてアンモニアを使用している。これら
指示薬および調整液は金属成分を十分に低く抑えた高純度試薬を使用することにより、指
示薬や調整液に起因するコンタミネーションをも排除できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１７７０９３号公報
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【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】朱彦北、朝海敏昭、千葉光一、小野光正、黒田寿晴、奈良富雄、“微量
元素の分離濃縮用固相抽出全自動処理システムの開発”、２０１１年度日本海洋学会春季
大会講演要旨集、２０１１年３月１４日、１５９頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非特許文献１の開示内容に加え、本発明者らは、ｐＨ調整液の供給装置に噴霧器を採用
することを検討している。というのも、噴霧器によれば、キャリアガスによってｐＨ調整
液を吸引・霧化できるので、ｐＨ調整液を液状のまま供給する場合に比べてサンプル内の
水素濃度分布の偏りを小さくして、調整目標とするｐＨに安定的に到達させることが可能
となるからである。
【０００７】
　ところが、ｐＨ調整液としてのアンモニア水を噴霧器から噴射しようとすると、噴霧器
内に気泡が生じるという問題が明らかになった。これは、キャリアガスが噴霧器から吐出
される際に生じる負圧作用によってｐＨ調整液中に溶けていたアンモニアが気化するため
である。アンモニアの気泡が多く発生した場合には、表面張力の影響により連続噴射がで
きなくなるので、安定的なｐＨ調整に支障を来すという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものである。即ち、ｐＨ調整液の供給装置に噴
霧器を採用する場合において、ｐＨ調整を安定的に行うことが可能なｐＨ自動調整装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、上記の目的を達成するため、ｐＨ自動調整装置であって、
　ｐＨに応じて変色するｐＨ指示薬が添加された液体サンプルを収容した容器と、
　ｐＨ調整液としてのアンモニア水または炭酸水を貯留する調整液ボトルと、
　前記容器内のサンプル液面に対向配置された噴射口を備え、キャリアガスによって霧化
した前記調整液ボトル内のｐＨ調整液を当該噴射口から噴射する噴霧器と、
　前記噴霧器と前記調整液ボトルの間に配置され、前記噴霧器と前記調整液ボトルを連通
して前記噴射口からｐＨ調整液を噴射する液噴射状態と、前記噴霧器と外気を連通して前
記噴射口から空気を噴射する空気噴射状態とを切り替える多方弁と、
　前記容器の外部から照射され前記容器を透過した光の強度を検出する検出装置と、
　前記検出装置において検出される光の強度に基づいて前記多方弁の連通状態を切り替え
る制御装置と、
　を備えることを特徴とする。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明において、
　前記検出装置は、前記サンプルが目標ｐＨに調整された場合に前記ｐＨ指示薬に吸収さ
れる特定波長の光の強度と、前記ｐＨ指示薬に吸収されない参照波長の光の強度とを検出
可能に構成され、
　前記制御装置は、前記検出装置において検出される前記特定波長および前記参照波長の
光の強度から強度比を算出し、前記目標ｐＨに応じて設定される目標強度比と当該算出強
度比を比較することで前記多方弁の連通状態を切り替えるように構成されていることを特
徴とする。
【００１１】
　第３の発明は、第２の発明において、
　前記制御装置は、前記目標強度比に対する前記算出強度比の割合が１を含む所定範囲内
にある場合、当該割合が１に近づくほど前記液噴射状態とする期間を短くするように構成
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されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　第１の発明によれば、液体サンプルを収容した容器を透過した光の強度に基づいて多方
弁の連通状態を切り替えることができる。この連通状態の切り替えは、噴霧器と調整液ボ
トルを連通する状態（液噴射状態）と、噴霧器と外気を連通する状態（空気噴射状態）と
の間で行われる。液噴射状態に制御することで、調整液ボトル内のｐＨ調整液を噴霧器に
送り、その噴射口から噴射できる。空気噴射状態に制御することで、噴霧器内に生じたｐ
Ｈ調整液の気泡を空気によって押し出して噴霧器内に残るｐＨ調整液とともに噴霧器の噴
射口から噴射できる。従って、噴霧器内にｐＨ調整液の気泡が大量に生じるのを抑制でき
る。よって、ｐＨ調整を安定的に行うことができる。
【００１３】
　第２の発明によれば、参照波長の光の強度を基準として算出した目標強度比と算出強度
比を比較することで多方弁の連通状態を切り替えることができる。従って、容器の不均一
性や、容器の設置位置の違いによる影響を最小化できるので、サンプルのｐＨ調整を安定
的に行うことができる。
【００１４】
　第３の発明によれば、目標強度比に対する算出強度比の割合が１を含む所定範囲内にあ
る場合、当該割合が１に近づくほど液噴射状態とする期間を短くするので、サンプルのｐ
Ｈが目標ｐＨに近づくほどｐＨ調整液の噴射量を減らすことできる。従って、サンプルの
ｐＨを目標ｐＨに合わせ込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態のｐＨ自動調整装置の構成を示す概略図である。
【図２】ネブライザ２８の拡大模式図である。
【図３】三方弁４０の動作を説明するための図である。
【図４】ＰＣ４２において実行される処理ルーチンを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図１乃至図４や実験例を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。
【００１７】
［ｐＨ自動調整装置の構成］
　図１は、本実施形態のｐＨ自動調整装置の構成を示す概略図である。本実施形態のｐＨ
自動調整装置１０は、ｐＨ指示薬（メチルイエロー、メチルオレンジまたはメチルレッド
）を添加した液体サンプル１２のｐＨを自動的に調整するための装置である。図１に示す
ように、ｐＨ自動調整装置１０は、サンプル１２を収容可能な四角形状の本体部１４ａと
、サンプル１２を出し入れするための開口部１４ｂとから構成される容器１４を備えてい
る。容器１４はポリプロピレン製の透明容器である。但し、後述する特定波長λａおよび
参照波長λｒの光の両者に対して高い透過性を示すものであれば、容器１４の材料は特に
限定されない。
【００１８】
　本体部１４ａは撹拌器１６上に設置されている。本体部１４ａの内部には撹拌子１８が
設置されている。撹拌器１６は電磁コイルによって撹拌子１８を低速回転させるものであ
る。撹拌子１８を低速回転させることでサンプル１２を緩やかに撹拌することができる。
なお、撹拌子１８としては、回転中に本体部１４ａとの接触によって磨耗することのない
ような形状、材料のものであれば特に限定されない。
【００１９】
　本体部１４ａの一方の側面には、特定波長λａおよび参照波長λｒの光を発生させる光
源２０と、ピンホール板２２とが設置されている。光源２０としては、例えばＬＥＤ光源
、ハロゲン光源、タングステンランプなどが採用される。ピンホール板２２の中心には、
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光源２０で発生させた光束のうちの一部を透過するピンホール２２ａが設けられている。
【００２０】
　本体部１４ａの他方の側面には、その中心にピンホール２４ａが形成されたピンホール
板２４と、上記特定波長光の信号強度Ｉａおよび参照波長光の信号強度Ｉｒを測定する分
光器２６とが設置されている。分光器２６の代わりに、上記特定波長光および参照波長光
に対して十分な感度を有するフォトダイオード、光センサなどを用いることもできる。
【００２１】
　また、ｐＨ自動調整装置１０は、アンモニア水３６を噴射可能な噴霧器（ネブライザ）
２８を備えている。ネブライザ２８は高さ調節部材（不図示）に取り付けられ、開口部１
４ｂ側から本体部１４ａ内に挿入されている。ネブライザ２８の噴射口２８ａの高さは、
サンプル１２の液面に接触することのないように調節されている。
【００２２】
　図２を参照しながら、ネブライザ２８の構成について説明する。図２は、ネブライザ２
８の拡大模式図である。図２に示すように、ネブライザ２８は、キャリアガスとしての窒
素ガスを流通可能なガス供給管３０と、アンモニア水３６を流通可能な液体供給管３２と
を備えている。ガス供給管３０は、ガス供給口３０ａとガス噴射口３０ｂとを備えている
。ガス供給口３０ａは、窒素ガスを圧縮吐出するコンプレッサ（不図示）に接続されてい
る。液体供給管３２は、液体供給口３２ａと液体噴射口３２ｂとを備えている。液体供給
口３２ａは、非金属製のチューブ３４と接続されている。なお、図２においては、ガス供
給管３０の内側に液体供給管３２が配置される二重管構造を有する同軸型のネブライザを
示したが、このほか多重管構造を有する同軸型や、クロスフロー型の微細噴霧を特徴とす
るネブライザを用いることもできる。
【００２３】
　再び図１に戻り、ｐＨ自動調整装置１０の構成について説明する。ネブライザ２８は、
ｐＨ調整液としてのアンモニア水３６を内部に収納した調整液ボトル３８とチューブ３４
を介して接続されている。チューブ３４の途中には、電磁式の多方弁（三方弁）４０が設
けられている。三方弁４０は内部通路４０ａと外気連通管４０ｂを備えている。
【００２４】
　図３は、三方弁４０の動作を説明するための図である。図３（ａ）に示すように、内部
通路４０ａを調整液ボトル３８側に操作すると、ネブライザ２８と調整液ボトル３８が連
通する（開状態）。一方、図３（ｂ）に示すように、外気連通管４０ｂ側に内部通路４０
ａを操作すると、ネブライザ２８が外気と連通する（閉状態）。
【００２５】
　ガス噴射口３０ｂからキャリアガスが吐出される際には負圧作用が生じる。そのため、
三方弁４０を開状態にすると、調整液ボトル３８内のアンモニア水３６が内部通路４０ａ
内に引っ張られ、ネブライザ２８に送られる。三方弁４０を閉状態にすると、外気連通管
４０ｂ側の空気が内部通路４０ａ内に引っ張られ、ネブライザ２８に送られる。ネブライ
ザ２８に送られたアンモニア水３６または空気は、窒素ガスとともに噴射される。但し、
液体噴射口３２ｂから噴射されたアンモニア水３６はガス噴射口３０ｂに衝突して微細な
液滴となるので、サンプル１２の液面には霧化したアンモニア水３６が噴射される。
【００２６】
　また、ｐＨ自動調整装置１０は、制御装置としてのＰＣ４２を備えている。ＰＣ４２の
入力側には分光器２６が接続されており、分光器２６からの透過光信号４４がＰＣ４２に
入力される。一方、ＰＣ４２の出力側にはＩ／Ｏボード４６を介して三方弁４０が接続さ
れており、ＰＣ４２からの開閉信号４８が三方弁４０に入力される。三方弁４０同様、Ｐ
Ｃ４２の出力側に撹拌器１６や、上記高さ調節部材が接続されていてもよい。また、ＰＣ
４２およびＩ／Ｏボード４６の代わりに、基板集積コントローラを使用してもよい。
【００２７】
　ＰＣ４２は、透過光信号４４に基づいてｐＨ調整の到達割合ｆ（後述）を算出し、この
到達割合ｆに応じて開閉信号４８を出力し、三方弁４０の開閉状態を制御するように構成
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されている。なお、ＰＣ４２の内部メモリには、各種計算モデルやマップなどが予め記憶
されている。例えば、到達割合ｆを算出するためのアルゴリズムや、ｐＨと信号強度Ｉの
相関を示す信号強度マップなどが記憶されている。なお、信号強度マップは、例えば、ｐ
Ｈ既知のサンプルに事前設定した波長の光を照射し、サンプルを透過した当該設定波長の
強度を測定して相関関係を得ることにより作成される。
【００２８】
［ｐＨ自動調整装置の特徴］
　上述したように、ｐＨ調整液としてのアンモニア水を噴霧器から噴射しようとすると、
噴霧器内にアンモニアの気泡が生じてしまう。そこで、本実施形態においては、到達割合
ｆに応じて三方弁４０を操作する制御を実行することとしている。到達割合ｆｉは、信号
強度比の目標値Ｒ０に対する信号強度比の現在値Ｒｉの割合として表される。現在値Ｒｉ

は、参照波長の信号強度Ｉｒに対する特定波長の信号強度Ｉａの割合として表される。
【００２９】
　図４は、本実施形態において、ＰＣ４２において実行されるｐＨ調整処理ルーチンを示
すフローチャートである。なお、本処理ルーチンの開始時において、目標ｐＨ、特定波長
λａおよび参照波長λｒは、ｐＨ指示薬の変色特性に応じて決定されてＰＣ４２に入力さ
れているものとする。また、三方弁４０は閉状態に制御されているものとする。
【００３０】
　図４に示すルーチンにおいては、先ず、繰り返し回数ｎの値がゼロに設定される（ステ
ップ１００）。繰り返し回数ｎは到達割合ｆの計測を１回行う毎にカウントされるもので
あり、ステップ１００の処理を行うことで前回調整時のカウント数をリセットする。
【００３１】
　続いて、目標ｐＨから信号強度比の目標値Ｒ０が計算される（ステップ１０２）。具体
的には、先ず、上記信号強度マップのうちから目標ｐＨに対応するマップが探索され、特
定波長λａおよび参照波長λｒのそれぞれに対応する信号強度Ｉａ０，Ｉｒ０が算出され
る。そして、信号強度Ｉａ０を信号強度Ｉｒ０で除すことで目標値Ｒ０が算出される。
【００３２】
　続いて、信号強度Ｉａ，Ｉｒが計測される（ステップ１０４）。信号強度Ｉａ，Ｉｒの
計測は、具体的に、光源２０から特定波長λａおよび参照波長λｒの光を交互に照射する
ことにより行われる。特定波長光の照射中に分光器２６からＰＣ４２に入力される透過光
信号４４に基づき、信号強度Ｉａが計測される。参照波長光の照射中に分光器２６からＰ
Ｃ４２に入力される透過光信号４４に基づき、信号強度Ｉｒが計測される。
【００３３】
　続いて、信号強度比の現在値Ｒｉが計算される（ステップ１０６）。具体的には、ステ
ップ１０４で計測された信号強度Ｉａを信号強度Ｉｒで除すことで現在値Ｒｉが計算され
る。
【００３４】
　続いて、到達割合ｆｉが計算される（ステップ１０８）。具体的には、ステップ１０６
で計算された現在値Ｒｉをステップ１０２で計算された目標値Ｒ０で除すことで到達割合
ｆｉが計算される。
【００３５】
　続いて、到達割合ｆｉに対する評価がなされる（ステップ１１０～１３６）。具体的に
は、先ず、到達割合ｆｉ≦１が成立するかが判定される（ステップ１１０）。到達割合ｆ

ｉ≦１が成立すると判定された場合は、０．９５＜到達割合ｆｉが成立するかが判定され
る（ステップ１１２）。０．９５＜到達割合ｆｉが成立すると判定された場合は、０．９
７＜到達割合ｆｉが成立するかが判定される（ステップ１１４）。０．９７＜到達割合ｆ

ｉが成立すると判定された場合は、０．９９＜到達割合ｆｉが成立するかが判定される（
ステップ１１６）。０．９９＜到達割合ｆｉが成立すると判定された場合は、繰り返し回
数ｎをカウントする（ステップ１１８）。
【００３６】
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　ステップ１１０において、到達割合ｆｉ≦１が成立しないと判定された場合、ステップ
１１８に進む。ステップ１１２において、０．９５＜到達割合ｆｉが成立しないと判定さ
れた場合、三方弁４０が開状態に制御される（ステップ１２０）。これにより、調整液ボ
トル３８内のアンモニア水３６がネブライザ２８に送られ、液体噴射口３２ｂから噴射さ
れる。ステップ１２０の処理後は、ステップ１０４に戻り、信号強度Ｉａ，Ｉｒが計測さ
れる。つまり、ステップ１２０からステップ１０４に戻る処理は、０．９５＜到達割合ｆ

ｉが成立するまで繰り返し実行される。
【００３７】
　ステップ１１４において、０．９７＜到達割合ｆｉが成立しないと判定された場合、三
方弁４０が開状態に制御され（ステップ１２２）、待ち時間（０．１秒）が計測される（
ステップ１２４）。これにより、調整液ボトル３８内のアンモニア水３６が当該待ち時間
が経過するまでネブライザ２８に送られ、液体噴射口３２ｂから噴射される。待ち時間の
経過後、三方弁４０が閉状態に制御され（ステップ１２６）、待ち時間が再計測される（
ステップ１２８）。これにより、当該待ち時間が経過するまで外気連通管４０ｂ側の空気
がネブライザ２８に送られ、ネブライザ２８内に残るアンモニア水とともに液体噴射口３
２ｂから噴射される。本ステップの処理後は、ステップ１０４に戻り、信号強度Ｉａ，Ｉ

ｒが計測される。つまり、ステップ１２２，１２４，１２６，１２８を経てステップ１０
４に戻る処理は、０．９７＜到達割合ｆｉが成立するまで繰り返し実行される。
【００３８】
　ステップ１１６において、０．９９＜到達割合ｆｉが成立しないと判定された場合、三
方弁４０が開状態に制御され（ステップ１３０）、待ち時間（０．０５秒）が計測される
（ステップ１３２）。待ち時間の経過後、三方弁４０が閉状態に制御される（ステップ１
３４）。ステップ１３０，１３２，１３４の処理は、基本的にはステップ１２２，１２４
，１２６の処理と同様である。但し、ステップ１３２の待ち時間は、ステップ１２４の待
ち時間よりも短く設定される。ステップ１３４の処理後、待ち時間が再計測される（ステ
ップ１３６）。ステップ１３６の待ち時間は、ステップ１２８の待ち時間と同一に設定さ
れる。ステップ１３６の処理後は、ステップ１０４に戻り、信号強度Ｉａ，Ｉｒが計測さ
れる。つまり、ステップ１３０，１３２，１３４，１３６を経てステップ１０４に戻る処
理は、０．９９＜到達割合ｆｉが成立するまで繰り返し実行される。
【００３９】
　ステップ１１８に続いて、繰り返し回数ｎ≧３が成立するかが判定される（ステップ１
３８）。ステップ１３８の判定を行うことにより、ステップ１１０～１１６の判定の精度
を担保する。繰り返し回数ｎ＜３と判定された場合は、ステップ１０４に戻り、信号強度
Ｉａ，Ｉｒが計測される。繰り返し回数ｎ≧３と判定された場合は、三方弁４０が閉状態
に制御される（ステップ１４０）。これにより、ｐＨ調整を終了する。
【００４０】
　以上、図４に示したルーチンによれば、ステップ１２８，１３６の処理を行うことによ
り、ネブライザ２８内に生じたアンモニアの気泡を空気によって押し出してネブライザ２
８内に残るアンモニア水とともに噴射口２８ａから噴射できる。従って、ネブライザ２８
内にアンモニアの気泡が発生するのを抑制しながらｐＨ調整できる。従って、サンプル１
２のｐＨ調整を連続的に行うことができる。また、ステップ１３２の待ち時間をステップ
１２４の待ち時間よりも短く設定するので、到達割合ｆｉが１．００に近づくほどアンモ
ニア水の噴射量を少なくできる。従って、サンプル１２のｐＨを目標ｐＨに合わせ込むこ
とができる。更に、ステップ１３８の判定を行うことにより、ステップ１１０～１１６の
判定の精度を担保できる。従って、サンプル１２のｐＨ調整を高精度に行うことができる
。
【００４１】
　加えて、図４に示したルーチンによれば、ステップ１１０～１１６の判定に用いる到達
割合ｆｉを信号強度比Ｒａ，Ｒｒに基づいて計算できる。従って、容器１４の不均一性や
、容器１４の設置位置の違いによる影響を最小化できるので、サンプル１２のｐＨ調整を
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【００４２】
　ところで、本実施形態においてはｐＨ調整液にアンモニア水を用いたが、アンモニア水
同様、金属成分を含まず、なお且つ、減圧状態で気泡を生じる性質を有する炭酸水を用い
てもよい。
　また、本実施形態においてはｐＨと信号強度Ｉの相関を示す信号強度マップを用いて信
号強度Ｉａ０，Ｉｒ０を算出し、この信号強度Ｉａ０，Ｉｒ０から信号強度比の目標値Ｒ

０を算出したが、ｐＨと信号強度比Ｒの相関を示す信号強度比マップを用いて目標値Ｒ０

を直接的に算出してよい。なお、信号強度比マップは、信号強度マップ同様、ｐＨと信号
強度比Ｒの相関関係を得ることにより作成できる。
　また、本実施形態においては、ステップ１１２，１１４，１１６に示したように到達割
合ｆｉの範囲を３段階に設定したが、４段階以上に設定してもよい。この場合においても
、ステップ１２４，１２６に示したように、到達割合ｆｉが１．００に近づくほど待ち時
間を短くすれば、サンプル１２のｐＨが目標ｐＨに近づくほどアンモニア水の噴射量を少
なくできる。従って、サンプル１２のｐＨを目標ｐＨに合わせ込むことができる。
【００４３】
［実験例］
　次に、実験例を参照しながら、本実施形態のｐＨ自動調整装置について更に説明する。
　テスト試料：０．７％硝酸溶液５０ｍｌ中に、メチルレッド指示薬（０．１％）および
酢酸（９９％）０．５ｍｌを添加し、アンモニア水（２８％）を用いてｐＨ調整を行った
。特定波長λａは５５０ｎｍ、参照波長λｒは６５０ｎｍとした。
　結果：特定波長λａおよび参照波長λｒの光の信号強度は同時に変化するので、容器１
４の設置位置を変えても安定的にｐＨ調整ができた。調整目標ｐＨ＝６．０としてｐＨ調
整を行ったところ、８個の独立したテスト試料のうち、ｐＨ＝５．９となったものが１個
、ｐＨ＝６．０となったものが５個、ｐＨ＝６．１となったものが２個であった。各テス
ト試料の調整は５分以内に完了できた。
　この結果から、固相抽出における微量元素の回収率の再現性を確保するのに十分な精度
でｐＨ調整できることが確認された。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　自動調整装置
　１２　サンプル
　１４　容器
　２０　光源
　２６　分光器
　２８　ネブライザ
　２８ａ　噴射口
　３６　アンモニア水
　３８　調整液ボトル
　４０　三方弁
　４２　ＰＣ
　４４　透過光信号
　４８　開閉信号
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